
環  境  局 

 
令和６年第二回定例会 環境・建設委員会案件 

（事前説明資料） 
 

 
１ 報告事項 １件 
 (1) 令和５年度予算の繰越しについて 

【５月23日説明、質疑】 

  
２ 請願・陳情 ４件 
  (1) 新築物件への太陽光パネル等の設置義務化に関する請願 

 (2) 家庭ごみの処理の負担額における多摩格差の解消に関する陳情 
(3) 地球温暖化対策を加速することを求める意見書の提出に関する陳情 
 (4) ＧＬＰ昭島プロジェクトについて適切な審議・対応を求めることに 

関する陳情                                        

【５月23日説明、質疑】 



 

令和５年度予算の繰越しについて 

 

１ 繰越事業    (1)  自然公園整備 

 

 (2)  家庭等に対するＬＰガス価格高騰緊急対策事業 

 

 

２ 繰越理由   次の事項について、年度内に支出が終わらなかったため、

翌年度に繰越して支出する。 

 

 

３ 繰越内容                       (1)  自然公園整備  

ア 委託料 ２件 

八丈ビジターセンター防水改修工事施工監理   

委託 外１件 

イ 工事請負費 ３件 

八丈ビジターセンター防水改修工事 外２件 

 

 (2)  家庭等に対するＬＰガス価格高騰緊急対策事業 

                      本事業に要する費用一式 １件 

 

 

４ 繰越使用額  2,319,815 千円 

国庫支出金 1,654,376 千円 

繰越金     665,439 千円 
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令和5年度予算の繰越しについて
繰越額（千円） 事業目的 中断及び遅延の理由

八丈ビジターセンター防水
改修工事

62,243

八丈ビジターセンター防水
改修工事施工監理委託

5,127

自然公園便所改築工事 27,730

自然公園便所改築工事
施工監理委託

368

山のふるさと村施設改修
工事

26,041
老朽化した施設の舗装改
修

本年２～３月の度重なる降雪により、現場一帯に積雪が発
生し、追加の工期が必要となった。

家
庭
等
に
対
す
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
価
格
高
騰
緊
急
対
策
事
業

家庭等に対するＬＰガス
価格高騰緊急対策事業

2,198,306

ＬＰガスを利用する家庭
等の負担軽減に向けた緊
急対策として、国の臨時
交付金を活用し、使用料
金の値引き支援を実施

令和６年４月以降に行う３月分までの検針をもって、事業
者に対する値下げ相当額の補助金等を支出するという事業
の性質上、令和５年度予算として計上する補助金相当分等
を令和６年度に繰り越して支出する必要があることから、
令和５年第四回定例会補正において、歳出予算と併せ、繰
越明許費を計上

2,319,815

自
然
公
園
整
備

合計

件名

施設の屋根防水改修
屋根の軒天の部材にアスベストが含まれていることが判明
し、追加の工期が必要となった。

御岳山登山者の利便性向
上のため、便所の改築を
実施

本年２～３月の度重なる降雪及び降雨により、積雪及び路
面凍結が発生し、追加の工期が必要となった。
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〇八丈ビジターセンター防水改修工事 （案内図・現況写真）

八丈

八丈ビジターセンター 外観

八丈島

現場養生状況 工事状況
八丈ビジターセンター
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〇自然公園便所改築工事（案内図・現況写真）

改築前の滝本便所

完成予定イメージ

滝本便所
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〇山のふるさと村施設改修工事 （案内図・現況写真）

施工範囲
山のふるさと村園内舗装現況

積雪状況
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 整 理 番 号 １ 

請 願 番 号 ６第 ３号 

件 名 新築物件への太陽光パネル等の設置義務化に関する請願 

受理年月日 令和６年 ３月２７日 付託年月日 令和６年 ３月２８日 

請 願 者 
世田谷区 
杉 山 大 志 

紹 介 議 員 上田 令子 議員 

要 旨 

都において、新築物件への太陽光パネル等の設置義務化について、次のこ

とを実現していただきたい。 

１ 太陽光パネル等の設置後、そのパネルの製造過程に新疆（しんきょう）

ウイグル自治区における強制労働などのジェノサイドとの関与が判明し

た場合、どのように責任を負うのか明らかにすること。 

２ 太陽光パネル等の設置後、大震災や水害などで太陽光パネル等が破損・

落下・水没した場合や、避難・救助・復興の作業において二次災害が発生

して死傷者が出た場合、あるいは二次災害の発生のおそれから作業が遅れ

た場合、どのように責任を負うのか明らかにすること。 

３ 都による太陽光パネル等の設置義務化で、何トンのＣＯ２排出量の削減

を見込んでいるのか、また、そのＣＯ２の排出削減によって気温が何度低

下するのか明らかにすること。 

４ 都の令和６年度予算案中､再生可能エネルギー等を拡充するための

1,970 億円もの予算は、願意３の効果に見合うものなのか明らかにするこ

と。 

５ 願意１から願意４を踏まえ、新築物件への太陽光パネル等の設置義務化

を中止・撤回するよう、環境確保条例を改正すること。 

 
 
 
 
現在の状況 
 
 
 
 
 
 

１ サプライチェーン上の人権配慮に向けて、都は、国際標準に則った企業

の適正な取組と定期的な情報公開を業界に対し促してきた。 

令和４年１２月、都と太陽光発電協会は、連携協定を締結し、令和５年

１月、都と同協会は連絡調整会議を立ち上げ、人権尊重の取組を促進する

ための具体的な方策の検討を進めている。同協会は、同年４月に、国のガ

イドラインを踏まえた業界独自の「太陽光発電産業のサプライチェーン等

における人権尊重に係る取組ガイダンス」を策定・公表した。また、同年

９月には、策定した取組ガイダンスを推進していくための組織として、国

内外の会員企業から成る CSR 委員会を立ち上げ、本年２月から各社の人権
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現在の状況 

方針など人権配慮に関する取組状況を順次公表している。 

 

２ 都はこれまでも、地震、風水害、火災等あらゆる災害の発生時を想定し

た留意点や、停電時に太陽光発電を自立運転させ活用する方法等をＱ＆Ａ

にまとめ、都ＨＰにおいて周知している。なお、令和６年能登半島地震発

生後、都は主要パネルメーカー15 社へのヒアリングを３月から４月にかけ

て実施しており、先の地震において、住宅用太陽光パネルについては、そ

の時点において損壊等の報告はないと聞いている。 

 

３ 新制度における導入分に加え、その波及効果等も合わせると、2030 年ま

でに新築・既存含めた都内住宅で新たに 100 万 kW の太陽光パネルが導入

されることを想定しており、この CO2 削減効果は、年間約 43 万 t である。

なお、パリ協定では、気温上昇を世界で 1.5 度以内に抑える目標が示され

ている。 

 

４ 都が掲げる 2030 年カーボンハーフ、その先のゼロエミッション東京の実

現に向けて、再エネを基幹エネルギー化していくための再エネ実装加速化

に加え、省エネルギーの最大化及びゼロエミッション・ビークルの普及促

進に要する経費として令和６年度予算 1,970 億円を計上している。 

 

５ 令和７年４月の新制度施行に向け、都は、制度に関する相談窓口を開設

しているほか、都民に対し、制度の意義や効果、太陽光発電のメリット等

について、きめ細かな広報を行っている。 

また、環境性能の高い住宅の供給拡大に向けた事業者の取組を後押しす

るため、制度対象事業者や地域工務店等における新たな住宅モデルの開発

や技術向上に向けた取組に対して支援を行っている。 
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 整 理 番 号 ２ 

陳 情 番 号 ６第 ８号 

件 名 家庭ごみの処理の負担額における多摩格差の解消に関する陳情 

受理年月日 令和６年 ３月１４日 付託年月日 令和６年 ３月２８日 

陳 情 者 

西東京市 
自由三多摩の会 西東京支部 
   代表 丹 治 日子太  

要 旨 

都において、家庭ごみの処理の負担額について、次のことを実現していた

だきたい。 

１ ２３区と同様に無料となるよう多摩地区を支援し、多摩格差を解消す

ること。 

２ 処理の有料化に意義があるならば、２３区も有料化するよう指導し、多

摩地区と同じ扱いにすること。 

現在の状況 

１ 廃棄物処理法では、地方自治体の責務について、区市町村は、一般廃棄

物の減量に関し住民の自主的活動を促進し、一般廃棄物の適正処理に努め、

都道府県は、区市町村の責務が十分果たされるよう必要な技術的援助に努

めることとしている。 

 

２ また、廃棄物処理法に基づき国が策定する廃棄物の減量と適正処理に係

る基本方針では、区市町村の役割について、一般廃棄物の排出抑制に関し

住民の自主的取組を促進するとともに、分別収集の推進や再生利用により

一般廃棄物の適正な循環的利用に努めるものとするほか、さらに排出抑制

や再使用、再生利用の推進等を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の更

なる推進を図り、分別収集区分や処理システムの変更や新規導入の際は、

住民に必要性の明確な説明に努めること等を掲げている。 

 

３ 東京都資源循環・廃棄物処理計画（令和３年９月策定）では、持続可能

な資源利用の実現に向け３Ｒの徹底を図るため、プラスチックの資源循環

や食品ロス削減に向けた施策を重点的に推進することや、家庭ごみのさら

なる発生抑制に向けては、家庭ごみの有料化も効果的な手法の一つである

ことを示している。 

 

 

10



４ そのため、都は、家庭系のプラスチックごみについて、区市町村がプラ

スチック製容器包装や製品プラスチックの分別収集に新たに取り組む場合

や実績向上に取り組む場合、技術的・財政的支援を行うほか、食品ロスの

削減に向けては、消費者の行動変容を促す情報発信や、好事例を共有する

シンポジウムを開催するなどの取組を進めている。また、今後の資源循環

施策について都と区市町村が検討する共同検討会では、家庭ごみの有料化

を検討課題の一つとして、先進事例の共有を図っている。 

 

５ 特別区は、令和２年度に、特別区におけるごみ減量に向けた取り組みの

推進と今後の清掃事業のあり方について調査研究を行い、今後、特別区全

体で協力し、有料化を含むごみ減量施策を検討しながら、資源循環の取組

を進めていくべきとしている。 

 

６ なお、家庭ごみの処理手数料については、令和 6 年 3 月現在、多摩地域

の２９市町で有料化しているのに対して、２３区はいずれも、概ね 1 日平

均 10キログラムを超える量の家庭ごみ等を排出する者に、処理手数料を徴

収するとしている。 
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 整 理 番 号 ３ 

陳 情 番 号 ６第 ９号の１ 

件 名 地球温暖化対策を加速することを求める意見書の提出に関する陳情 

受理年月日 令和６年 ３月１５日 付託年月日 令和６年 ３月２８日 

陳 情 者 

文京区 
ＮＰＯ法人太陽光発電所ネットワーク 
 代表理事 都 筑   建 外４５人  

要 旨 

都議会において、2023 年の気候変動枠組条約第２８回締約国会議（以下

「ＣＯＰ２８」という。）の合意を踏まえ、第７次エネルギー基本計画に次

の事項を含めることを求める意見書を国に提出していただきたい。 

１ 2035 年のエネルギー起源ＣＯ２排出量の削減目標を、ＣＯＰ２８で合

意された温室効果ガスの削減目標（2019 年比で６０％削減）の達成に貢

献できるレベルとすること。 

２ 世界全体の再生可能エネルギー（以下「再エネ」という。）の発電容量

を 2030 年までに３倍に拡大するというＣＯＰ２８の合意を踏まえ、風力

発電や営農型太陽光発電、地熱発電等のポテンシャルを適切に評価して発

電容量の目標を設定するとともに、蓄電池などの供給安定化設備の普及や

再エネ電力を最優先で利用する給電ルールへの変更等により、再エネ電力

の利用量についても現状の３倍以上に拡大することを目指すこと。 

現在の状況 

 

１ エネルギー基本計画は、エネルギー政策基本法に基づき、政府が、エネ

ルギーの需給に関する施策の長期的、総合的かつ計画的な推進を図るため

に定める、エネルギーの需給に関する基本的な計画である。 

 

２ 現計画である第６次エネルギー基本計画は、2021 年 10 月に策定され、

2050 年カーボンニュートラル（2020 年 10 月表明）や、2030 年度の温室効

果ガス 46％削減、更には 50％の高みを目指して挑戦を続ける新たな削減目

標（2021 年 4 月表明）に向けた道筋が示されており、この実現に向けて取

組が進められている。また、次期計画である第７次エネルギー基本計画に

ついては、見直しに向けた議論を本年より開始するとしている。 

 

３ こうした中、2023 年 11 月～12 月に開催されたＣＯＰ２８では、気候変

動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)第６次評価報告書に係る科学的知見

を受け、1.5℃の抑制に向け、「2035 年までに温室効果ガスを 2019 年比で
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60％削減すること」、「全世界で 2030 年までに、再エネ設備容量を３倍」

などが合意され、我が国もこれに賛同したところである。 

 

４ なお、都は、ＩＰＣＣによる科学的な知見やＣＯＰにおける国際的な合

意等を踏まえ、2035 年やその後のカーボンニュートラルまでの道筋を早

期に示すことや、再生可能エネルギーの導入拡大を最大限加速させるた

め、蓄電池等の活用を含む電力系統の運用改善・強化整備を図ることなど、

従前から国に対して継続的に要望を行っている。 
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 整 理 番 号 ４ 

陳 情 番 号 ６第 １２号の１ 

件 名 
ＧＬＰ昭島プロジェクトについて適切な審議・対応を求めることに関する 

陳情 

受理年月日 令和６年 ３月２６日 付託年月日 令和６年 ３月２８日 

陳 情 者 
昭島市 
前 田 健 喜 外１人  

要 旨 

都において、次のことを実現していただきたい。 

１ 東京都環境影響評価審議会に対して、次のことを求めること。 

(１) 現在、審議過程にある、ＧＬＰ昭島プロジェクトの環境影響評価書案

（以下「評価書案」という。）について、審議に影響を与えるような不備

や誤りがないかを精査し、必要があれば、評価書案を早急に修正するよ

う事業者に求めること。 

（２）評価書案が、正確で不備がなく、審議に足るものであることを確認し 

た上で、時間を掛けて入念に現地の状況を把握し、慎重かつ徹底的に審

議すること。 

現在の状況 

１ 本件環境影響評価は、環境影響評価書案に示されているとおり、現況、

大部分がゴルフ場、一部がゴルフ練習場及び宿泊施設等の敷地として、全

域が人工的な管理下にある昭島市内の計画地に、物流施設及びデータセン

ター等を新設する事業に対して行うものである。 

 

２ 環境影響評価条例等に基づき、令和４年１０月５日に、環境影響評価調

査計画書が事業者から提出され、同年１０月１４日の公示縦覧後、１１月

２日を期限として都民及び関係市長からの意見の提出を受け付け、それら

を踏まえ、１２月２６日の環境影響評価審議会において、環境保全の見地

から答申がまとめられた。 

 

３ 事業者は、審議会答申のほか、昭島市都市計画マスタープラン等の上位

計画及び市において検討中の計画地エリアの地区計画骨子案や、都民及び

関係市長の意見を踏まえながら、調査計画書に示された事業計画案の見直

しを行い、当該見直された計画案に基づく環境影響評価書案が、本年１月

１５日に提出された。 
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４ 本評価書案は、本年１月３０日の公示縦覧後、３月１４日を期限として

都民及び関係市長からの意見の提出を受け付けた。また、２月１８日及び

１９日に、環境影響評価条例に基づき事業者による説明会が行われた。 

 

５ 今後、事業者から都民及び関係市長からの意見に対する見解を示した評

価書案に係る見解書が提出されることとなっており、当該見解書の提出後、

環境影響評価審議会において審議会委員による専門的立場からの審議が進

められていくこととなる。 
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